
令和６年１０月２９日 

 

小金井市長 

白井 亨 様 

 

小金井市市民参加推進会議 

 委員長  繁田 進 

 

 

 

市民参加条例第２７条第１項の規定に基づく提言 

 

 

市民参加条例第２７条第１項の規定に基づき、下記の事項について別紙の

とおり提言いたします。 

 

記 

 

若者等サイレント層の継続的な市民参加について  
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